
 

公立大学法人宮崎公立大学における競争的資金に係る間接経費取扱要綱 

 

平成２９年３月６日制定 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(平成 13 年 4 月 20 日、

競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)の趣旨に基づき、公立大学法人宮崎公立大

学（以下「本学」という。）における間接経費の執行に関する取扱について定め、当該経費

の効果的かつ効率的な活用及び円滑な運用に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、間接経費とは、各府省庁が所管する競争的資金に係るもののほ

か、その他の助成金、補助金又は受託研究費等（以下「外部資金」という。）の交付を受け

る際に、当該研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として、直接経費（当該研

究の実施に使用することを目的に交付される経費。以下同じ。）に付随して交付される経費

のことを指す。 

 

（経費配分） 

第３条 間接経費は、その全額を本学事務局に配分する。 

 

（使途） 

第４条 間接経費は、本学全体の研究環境整備、競争的資金又は外部資金に係る事務処理経

費などの全学共通的用途に使用するものとし、具体的な使途は別紙の通りとする。ただし、

間接経費の交付者から、その使途について指定がある場合については、この限りでない。 

 

（管理） 

第５条 間接経費の管理は、理事長が行うものとする。 

２ 理事長は、間接経費の効果的かつ効率的な執行を行うとともに、使途の透明性確保に努

めるものとする。 

 

（間接経費の返還） 

第６条 競争的資金又は外部資金に係る契約の変更及び研究者の異動等により、間接経費の

返還を行う必要が生じた場合は、直接経費の未使用額に応じ返還するものとする。 

 

（報告） 

第７条 事務局長は、毎年度の使用状況をとりまとめ、当該競争的資金又は外部資金の交付

を受けた機関に対して、定められた期日までに所定の報告を行わなければならない。 

 

 



 

別紙 

間接経費の主な使途 

 

本学全体において、当該研究遂行に関連して間接的に必要となる経費のうち、以下のもの

を対象とする。 

 

１．管理部門に係る経費 

－管理施設・設備の整備、維持及び運営経費 

－管理事務の必要経費 

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、 

国内外旅費、 会議費、印刷費 

など 

 

２．研究部門に係る経費 

－共通的に使用される物品等に係る経費 

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、 

会議費、 印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 

－当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費 

研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、 

通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 

－特許関連経費 

－研究棟の整備、維持及び運営経費 

－研究者交流施設の整備、維持及び運営経費 

－設備の整備、維持及び運営経費 

－ネットワークの整備、維持及び運営経費 

－図書館の整備、維持及び運営経費 

など 

 

３．その他の関連する事業部門に係る経費 

－研究成果展開事業に係る経費 

－広報事業に係る経費 

など 

 

４．使途の特例 

前述以外の経費であっても、理事長が研究課題の遂行に関連して間接的に必要と判断し

た場合、執行することができるものとする。 

ただし、直接経費として充当すべきものは対象外とする。 


